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Graffer スマート申請

本資料は確認申請の電子申請における仮受付から
手数料支払いまでの流れ（黄色着色個所）
を補足説明するためのものです。
※その他手続きについても同様の流れとなります。

資料説明範囲



クリック

① ICBAシステム内(案件確認画面)



クリック

② ICBAシステム内(連絡・質疑応答)

※引受可能と判断された申請について
ICBAシステム内で下記連絡が土木事務所より届きます。



③ Graffer内（ログイン画面）

いずれかをクリック

④-1 へ

④-２ へ



④-1 Graffer内（ログイン画面）
ログイン方法の詳細については
こちらからご確認ください

新規アカウント登録方法の詳細については
こちらからご確認ください

https://www.pref.oita.jp/site/denshishinseiportal/denshishinsei-faq0002184759.html

https://www.pref.oita.jp/site/denshishinseiportal/denshishinsei-faq0002184756.html

https://www.pref.oita.jp/site/denshishinseiportal/denshishinsei-faq0002184759.html
https://www.pref.oita.jp/site/denshishinseiportal/denshishinsei-faq0002184756.html


④-２ Graffer内（メールで申請）

メールアドレスを記入してください



① クリックし利用規約を確認

①
②

② 利用規約に同意するをクリック

③

③ 申請に進むをクリック

⑤ Graffer内（手続き１）



①いずれかクリック

【追加記入事項】
※個人の場合︓氏名
※法人の場合︓法人名および法人代表者の職・氏名
※団体の場合︓団体名および代表者の職・氏名

⑥ Graffer内
（手続き２）

⑥ ICBAシステム内
（参照画面）

クリック

※ＰＤＦ出力した申請書第一面



申請内容の確認・補正等の
連絡をする可能性がありますので
手続きを行う代理者等の氏名および
連絡先を入力してください

② 氏名を記入してください

③ 電話番号を記入してください
（ケータイ可）

④ クリック

⑦ Graffer内（手続き3）

① 所属する会社名等
記入してください



① 案件IDを入力

② 該当するものを
いずれかクリック

③ クリック

⑧ Graffer内
（手続き4）

⑧ ICBAシステム内
（案件確認画面）

システム内の案件IDを転記してください



① 入力内容に誤りがないかを確認

② クリック

⑨ Graffer内（手続き5）



手数料申請が完了し、土木事務所にて処理が終了すると
Grafferから登録したアドレス宛下記のメールが届きます。

コピーをし、ブラウザの検索欄に
貼り付けの上文頭にｈを入力し検索

⑩個人のメールアドレス（支払い依頼）



② クリック

① 金額確認
※ICBAシステム内で通知した金額
と相違がないか確認してください

⑪ Graffer内
（金額の確認）

⑪ ICBAシステム内
（連絡・質疑応答）

※⑨の手数料支払い申請の処理が
土木事務所にて終了した後
ICBAシステム内で下記内容の連絡があります。



⑫ Graffer内（支払い手続き）

① いずれかをクリック

※土木事務所にて手数料の支払いが確認でき、ICBAシステムで引受承諾をした日が「受付日」となります。



⑬ Graffer内（支払い手続き）

支払い手続き終了（以降はICBAシステム）

手数料納付後申請者及び土木事務所に対して
Grafferよりメール自動通知


